
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

で
パ
ス
ポ
ー
ト
の
発
給
申
請
手
続
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ

に
よ
り
、
窓
口
へ
の
来
庁
が
１
回
の

み
で
済
む
な
ど
、
手
続
き
が
簡
単
で

便
利
に
な
り
ま
し
た
。

対
象　
パ
ス
ポ
ー
ト
の
残
存
有
効
期

間
が
１
年
未
満
で
、
記
載
事
項
（
氏

名
や
本
籍
な
ど
）
に
変
更
が
な
い
場

合
に
更
新
さ
れ
る
方
、
査
証
欄
の
余

白
不
足
に
よ
る
申
請
を
さ
れ
る
方

手
数
料
の
支
払
い
方
法　
オ
ン
ラ
イ

ン
申
請
に
よ
り
パ
ス
ポ
ー
ト
の
更
新

を
し
た
方
は
、
手
数
料
の
支
払
方
法

を
「
収
入
印
紙
及
び
栃
木
県
収
入
証

紙
」
ま
た
は
「
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

決
済
」
の
ど
ち
ら
か
か
ら
選
択
で
き

ま
す
。
な
お
、
従
来
ど
お
り
紙
で
申

請
す
る
場
合
は
、
収
入
印
紙
お
よ
び

栃
木
県
収
入
証
紙
に
よ
る
納
付
の
み

と
な
り
ま
す
。

※
詳
細
は
市
Ｈ
Ｐ
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

問 

市
民
生
活
課     

☎
（21）
２
１
２
６

高
齢
者
配
食
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の

お
知
ら
せ

　
65
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
、
高

齢
者
の
み
の
世
帯
等
（
そ
の
他
の
要

件
あ
り
）
で
食
材
の
確
保
・
調
理
が

困
難
な
方
を
対
象
と
し
て
、
平
日
の

昼
食
を
お
届
け
し
、
あ
わ
せ
て
安
否

確
認
を
す
る
「
高
齢
者
配
食
サ
ー
ビ

ス
事
業
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
配

達
の
可
否
は
事
前
に
お
問
合
せ
く
だ

さ
い
。

委
託
期
間　
令
和
７
年
３
月
31
日
ま
で

問 

地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課

☎
（21）
２
２
４
４

巴
波
川
一
斉
清
掃
の
実
施

　
巴
波
川
一
斉
清
掃
に
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。
主
催:

栃
木
市
河
川

愛
護
会
／
協
力
団
体:

栃
木
市
建
設

業
関
連
団
体
連
絡
協
議
会

日
時　
７
月
６
日（
土
）７
時
～
８
時

場
所　
蟹
田
橋（
大
町
）～
新
橋（
河

合
町
）

問 

栃
木
市
河
川
愛
護
会
事
務
局（
道

路
河
川
維
持
課
内
）
☎

（21）
２
４
０
２

令
和
６
年
度
狩
猟
免
許
試
験

　
農
林
業
被
害
や
生
活
被
害
を
減
ら

す
た
め
、
狩
猟
免
許
を
取
得
し
て
み

ま
せ
ん
か
。
試
験
の
前
に
は
、
県
猟

友
会
に
よ
る
事
前
講
習
会
も
開
催
し

ま
す
。

日
時　

第
１
回 

７
月
28
日（
日
）／

第
２
回 

８
月
24
日（
土
）／
第
３
回 

10
月
18
日（
金
）／
第
４
回 

11
月
24

日（
日
）※
各
日
９
時
30
分
～

場
所　
県
安
蘇
庁
舎（
佐
野
市
堀
米
町
）

ほ
か（
各
回
で
会
場
が
異
な
り
ま
す
）

内
容　

わ
な
猟
免
許
、第
一
種
銃
猟

免
許
、第
二
種
銃
猟
免
許
、網
猟
免
許

申
込　
詳
細
は
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
に
な
る
か
、
県
南
環
境
森
林

事
務
所
ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

※
市
で
は
試
験
費
用
を
補
助
す
る
制

度
が
あ
り
ま
す
。ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問 

試
験:

県
南
環
境
森
林
事
務
所

環
境
企
画
課
☎
０
２
８
３

（23）
１
４
４
１

講
習
会:

栃
木
県
猟
友
会

　
☎
０
２
８-

６
１
１-

１
５
２
６

補
助
制
度:

農
林
整
備
課
☎

（21）
２
２
８
９

令
和
６
年
度 

          

第
１
回
消
防
設
備
士
試
験

試
験
日
　
９
月
８
日
（
日
）

場
所
　
栃
木
県
立
宇
都
宮
工
業
高
等

学
校
（
宇
都
宮
市
雀
宮
町
）

受
験
資
格　

甲
種
（
資
格
が
必
要
）　

乙
種
（
資
格
必
要
な
し
）

試
験
手
数
料　
甲
種
６
，
６
０
０
円　

乙
種
４
，
４
０
０
円

申
請
期
間　
書
面
・
電
子
申
請　
７

月
１
日
（
月
）
～
12
日
（
金
）　

受
験
願
書
設
置
場
所　
（
一
財
）消
防

試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
栃
木
県
支
部
／

県
内
の
消
防
局
お
よ
び
各
消
防
本

部 申
請
先　
（
一
財
）
消
防
試
験
研
究

セ
ン
タ
ー
栃
木
県
支
部

問 （
一
財
）消
防
試
験
研
究
セ
ン

タ
ー
栃
木
県
支
部　

☎
０
２
８-

６
２
４-

１
０
２
２

　
消
防
本
部
予
防
課
☎

（22）
０
０
７
２

不
妊
治
療
費
・
不
育
症
治
療
費
助

成
制
度

不
妊
治
療
費
助
成

　
国
内
の
医
療
機
関
に
お
い
て
不
妊

治
療
を
受
け
た
夫
婦
に
対
し
、
医
療

保
険
適
用
外
の
治
療
費
の
一
部
を
助

成
し
ま
す
。

助
成
回
数
　
子
１
人
に
つ
き
５
回
ま

で
（
１
年
度
１
回
／
合
併
前
の
助
成

も
含
む
）

不
育
症
治
療
費
助
成

　
国
内
の
医
療
機
関
に
お
い
て
不
育

症
と
診
断
さ
れ
、
医
師
に
よ
る
不
育

症
治
療
を
受
け
た
夫
婦
に
対
し
、
医

療
保
険
適
用
外
の
治
療
費
の
一
部
を

助
成
し
ま
す
。

共
通
事
項

対
象　
以
下
の
す
べ
て
を
満
た
す
方

婚
姻
の
届
け
出
を
し
て
い
る
夫
婦
／

申
請
日
以
前
に
夫
婦
の
一
方
ま
た
は

双
方
が
１
年
以
上
栃
木
市
に
住
民
登

録
し
て
い
る
方
／
医
療
保
険
の
加
入

者
／
市
税
の
滞
納
が
な
い
方

そ
の
他　

申
請
方
法
、
助
成
金
額
、

申
請
期
限
な
ど
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
問
合
先
へ

問 

保
険
年
金
課　

 

☎
（21）
２
１
３
６

岩
舟
運
動
場
体
育
館
、野
球
場
、ソ
フ

ト
ボ
ー
ル
場
利
用
休
止
の
お
知
ら
せ

体
育
館　
11
月
１
日
（
金
）
～
令
和

７
年
３
月
31
日
（
月
）
／
耐
震
化
改

修
工
事
の
た
め

野
球
場
・
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
場　
11
月

20
日
（
水
）
～
令
和
７
年
２
月
28
日

（
金
）
／
防
球
ネ
ッ
ト
整
備
の
た
め

問 

岩
舟
公
民
館　

  

☎
（55）
２
５
０
０

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
災
害
義

援
金
へ
の
ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
す

　

４
月
末
日
ま
で
に
５
，
８
１
０
，

８
５
６
円
の
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　
こ
の
義
援
金
は
日
本
赤
十
字
社
を

通
し
て
、
被
災
地
の
義
援
金
配
分
委

員
会
へ
送
ら
れ
、
被
災
地
の
方
々
の

生
活
支
援
に
役
立
て
ら
れ
ま
す
。

問 

日
本
赤
十
字
社
栃
木
市
地
区
事
務

局（
福
祉
総
務
課
内
）
☎

（21）
２
２
０
１

介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の
方
へ 

　
高
齢
介
護
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
証
の
交
付

　
要
介
護
等
認
定
者
が
老
人
福
祉
施

設
等
に
入
所
ま
た
は
短
期
入
所
す
る

場
合
の
食
費
お
よ
び
居
住
費
（
滞
在

費
）
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
要
件
に

よ
り
軽
減
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す

の
で
、
希
望
さ
れ
る
方
は
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

対
象
　
次
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
方

①
住
民
票
上
の
世
帯
全
員
が
市
民
税

非
課
税
（
※
世
帯
を
分
け
て
い
る
場

合
で
も
、
別
世
帯
の
配
偶
者
が
課
税

さ
れ
て
い
る
場
合
は
該
当
と
な
り
ま

せ
ん
）
／
②
預
貯
金
等
（
有
価
証
券

等
を
含
み
ま
す
）
が
別
表
の
基
準
以

下
で
あ
る
こ
と

※
介
護
保
険
料
の
滞
納
に
よ
る
給
付

制
限
（
給
付
額
の
減
額
）
適
用
期
間

中
は
、
軽
減
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。

申
込
方
法　
高
齢
介
護
課
ま
た
は
各

総
合
支
所
地
域
づ
く
り
推
進
課
へ
。

預
貯
金
等
の
状
況
を
確
認
し
ま
す
の

で
、
申
請
者
名
義
（
配
偶
者
が
い
る

場
合
は
配
偶
者
名
義
も
必
要
）
の
通

帳
（
過
去
３
か
月
の
状
況
が
確
認
で

き
る
も
の
）、
有
価
証
券
等
を
す
べ

て
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
な
お
、
有
効

期
限
が
７
月
末
ま
で
の
認
定
証
を
お

持
ち
の
方
に
は
、
申
請
書
等
を
送
付

し
ま
す
の
で
、
必
要
事
項
を
記
入
の

う
え
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

社
会
福
祉
法
人
に
よ
る
利
用
者
負
担

軽
減
制
度

　
社
会
福
祉
法
人
が
運
営
す
る
「
特

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
」「
訪
問
介
護
」

「
通
所
介
護
」「
短
期
入
所
生
活
介
護
」

お
よ
び
「
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

護
」等
の
サ
ー
ビ
ス（
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
を
含
む
）
に
つ
い
て
は
、
一
定

の
要
件
に
よ
り
利
用
者
負
担
軽
減
の

制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
、
希
望
さ
れ

る
方
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
※
た

だ
し
、
軽
減
を
行
っ
て
い
な
い
社
会

福
祉
法
人
も
あ
り
ま
す
。

対
象　
次
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
方

①
住
民
票
上
の
世
帯
全
員
が
市
民
税

非
課
税
（
※
世
帯
を
分
け
て
い
る
場

合
で
も
、
別
世
帯
の
配
偶
者
が
課
税

さ
れ
て
い
る
場
合
は
該
当
と
な
り
ま

せ
ん
）／
②
令
和
５
年
中
の
収
入（
遺

族
年
金
、
障
害
年
金
等
の
非
課
税
年

金
お
よ
び
仕
送
り
も
含
み
ま
す
）
が

次
の
金
額
以
下
で
あ
る
こ
と
。

１
５
０
万
円
＋
（
世
帯
員
の
人
数-

１
）
×
50
万
円
／
③
預
貯
金
等
（
有

価
証
券
を
含
み
ま
す
）
の
額
が
次
の

金
額
以
下
で
あ
る
こ
と
。
３
５
０
万

円
＋
（
世
帯
員
の
人
数-

１
）
×

１
０
０
万
円
／
④
日
常
生
活
に
必
要

な
資
産
（
自
宅
等
）
以
外
に
活
用
で

き
る
資
産
が
な
い
こ
と
／
⑤
負
担
能

力
の
あ
る
親
族
等
に
扶
養
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
（
所
得
税
法
上
の
扶
養
と

な
っ
て
い
る
方
、
医
療
保
険
の
扶
養

と
な
っ
て
い
る
方
は
該
当
と
な
り
ま

せ
ん
）
／
⑥
介
護
保
険
料
を
滞
納
し

て
い
な
い
こ
と

申
請
方
法
　
高
齢
介
護
課
ま
た
は
各

総
合
支
所
地
域
づ
く
り
推
進
課
へ
。

所
得
、
預
貯
金
等
の
状
況
を
申
告
し

て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
世
帯
全
員

（
世
帯
を
分
け
て
い
る
配
偶
者
を
含

む
）
の
通
帳
（
過
去
１
年
間
の
状
況

が
確
認
で
き
る
も
の
）、
有
価
証
券

等
を
全
て
お
持
ち
く
だ
さ
い
。な
お
、

有
効
期
限
が
７
月
末
ま
で
の
認
定
証

を
お
持
ち
の
方
に
は
、
申
請
書
等
を

送
付
し
ま
す
の
で
、
必
要
事
項
を
記

入
の
う
え
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

問 

高
齢
介
護
課　

  

☎
（21）
２
２
５
１

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、電
子
証
明

書（
暗
証
番
号
）を
更
新
さ
れ
る
方
へ

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
や
電
子
証

明
書
（
暗
証
番
号
）
の
有
効
期
限
が

切
れ
る
３
か
月
前
を
目
途
に
、
地

方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構

（
Ｊ-

Ｌ
Ｉ
Ｓ
）
か
ら
順
次
、
更
新

手
続
き
の
案
内
が
送
付
さ
れ
ま
す
の

で
、
期
限
内
の
手
続
き
を
お
願
い
し

ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
更
新

（
カ
ー
ド
の
作
り
替
え
）
さ
れ
る
方

　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン
、

市
内
の
郵
便
局
（
要
予
約
）
や
郵
送

等
で
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。（
申

請
に
あ
た
り
、
市
役
所
に
お
越
し
い

た
だ
く
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
）

電
子
証
明
書
（
暗
証
番
号
）
を
更
新

さ
れ
る
方

　
通
知
書
に
記
載
の
あ
る
更
新
期
間

内
に
市
民
生
活
課
ま
た
は
各
地
域
づ

く
り
推
進
課
で
の
手
続
き
を
お
願
い

し
ま
す
。

※
詳
細
は
市
Ｈ
Ｐ
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

問 

市
民
生
活
課  

☎
（21）
２
１
２
６　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

大
平
地
域
づ
く
り
推
進
課
☎
（43）
９
２
０
９

藤
岡
地
域
づ
く
り
推
進
課
☎
（62）
０
９
０
３　
　
　

都
賀
地
域
づ
く
り
推
進
課
☎
（29）
１
１
０
２

西
方
地
域
づ
く
り
推
進
課
☎
（92）
０
３
０
６　
　
　

岩
舟
地
域
づ
く
り
推
進
課
☎
（55）
７
７
５
４

パ
ス
ポ
ー
ト
の
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請

　
旅
券
法
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別表

利用者負担段階 預貯金等の基準

第１段階
（生活保護受給者・非課税世帯
である老齢福祉年金受給者）

単身…1,000万円
夫婦…2,000万円

第２段階
（年金収入等80万円以下）

単身…　650万円
夫婦…1,650万円

第３段階①（年金収入等80
万円超 120万円以下）

単身…　550万円
夫婦…1,550万円

第３段階②（年金収入等120
万円超）

単身…　500万円
夫婦…1,500万円

令和６年度高齢者配食サービス配達地域一覧
事業者名 栃木 大平 藤岡 都賀 西方 岩舟

有限会社 ききょう ○
社会福祉法人 スイートホーム ○ ○
まごころ弁当栃木中央店 ○ ○
まごころ弁当鹿沼店 ○ ○ ○
株式会社トレンド
（配食のふれ愛栃木店） ○ ○ ○ ○ ○ ○

株式会社シニアライフクリエイト
（宅配クック１２３） ○ ○ ○ ○ ○ ○

ワタミの宅食栃木営業所 ○ ○ ○ ○ ○ ○
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